
習志野市次期基本構想・基本計画策定本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市の次期基本構想及び基本計画（以下「基本構想等」という。）を策定するため、次期

習志野市基本構想・基本計画策定本部（以下「策定本部」という。）を設置する。 

 

（策定本部） 

第２条 策定本部は別表に定める者をもって組織する。 

２ 策定本部に本部長及び副本部長を置く。 

３ 本部長は市長、副本部長は副市長、教育長並びに企業管理者とし、事務局長は長期計画担当部

長とする。 

４ 本部長は策定本部を代表し、会務を総理する。 

５ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（策定本部の任務等） 

第３条 策定本部は必要の都度、本部長が招集する。 

２ 策定本部は基本構想等の策定に関し調査、研究を行うとともに、調整を図り、もって基本構想

等の素案を作成する。 

 

（計画の総合調整） 

第４条 基本構想等の策定に関する総合的な調整は、長期計画担当課で行う。 

 

（資料の提出等） 

第５条 本部長は、関係部課等に資料提出及び会議出席をさせることができる。 

２ 前項に定めた資料提出、会議出席及びその他調査研究に伴う通知の内、軽微なものについては

事務局長に委任する。 

 

（下部組織） 

第６条 本部長は、必要に応じて、策定本部の下に下部組織を設置することができる。 

 

（事務局） 

第７条 策定本部の事務は、長期計画担当課において処理する。 

 

（策定本部の解散） 

第８条 策定本部は、第３条の任務が終了した時点で解散する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 

 

 

 



  附  則 

 この要綱は、平成２４年２月１６日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２４年５月９日から施行する。 

 

別 表（第 2 条関係） 

習志野市基本構想・基本計画策定本部 
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会計管理者 

消防長 

総務部長 

財政部長 

環境部長 

市民経済部長 

保健福祉部長 

都市整備部長 

こども部長 

学校教育部長 

生涯学習部長 

企業局業務部長 

企業局工務部長 

資産管理室長 

議会事務局長 

選挙管理委員会事務局長 

監査委員事務局長 

農業委員会事務局長 

危機管理監 

 


